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　当金庫では、「事業再生・中小企業金融の円滑化」、「経営力の強化」、「地域のお客さまの利便性向上」を目的とした「愛媛

信用金庫の地域密着型金融推進計画」を策定し、実践に取り組んでいます。

　これからも、「お客さまの望む価値」を把握し、適切な金融機能や金融サービスを提供することで「信頼度ナンバーワンの

金融機関」を目指します。

　早期事業再生への取組み強化の一環として、愛媛県内金融機関とともに「えひめ中小企業再生ファンド」を組成してい
ます。官民の経営資源・ノウハウを集約して、地域中小企業の再生を支援することで、地域経済の活力と雇用の維持・拡充を
図っています。

　当金庫では、中小企業や個人事業主の方々のために、さまざまな資金調達手段をご提案しています。

　中小企業金融の円滑化・経営力の強化を図るため、事業者の皆さまのニーズに沿った商品開発に取り組んでいます。
　地域事業者の皆さまの課題やニーズに応えるために、業界団体や外部機関と連携し、情報の共有化や融資活動等を通じて
相互の連携強化を図っています。平成17年度は、日本政策投資銀行、農林漁業金融公庫、情報処理推進機構との業務協力協
定の締結を行いました。

地域経済活性化への取組み
　当金庫では、金融サービスを通じて地域経済の活性化に努めています。

　当金庫では、事業サポート室に所属する中小企業診断士の資格を持つ担当者を中心に、営業店と連携しながら法人や

個人事業主の方々の経営に関するご相談や、地元中小企業の経営健全化に向けた支援に積極的に取り組んでいます。

経営相談・支援機能の強化

■売掛債権流動化（ローン・パーティシペーション形式）業務
　建設業者の皆さまが請負契約に基づき保有する完成工事の売掛債権を、ローン・パーティシペーション形式※で流動化

する資金調達手段です。資金の早期回収を図ることができ、資産を圧縮することで各種経営諸比率の改善にもつながり

ます。

■あいしん地域活性化ローン『元気！』・あいしん地域活性化ローン『元気！』Ⅱ
　３年以上事業を営む個人事業主・法人の方で、当金庫が定める一定の基準を満たしている方を対象としたローンです。

迅速、円滑な資金供給を目的としています。

■地域活性化融資「元気計画」
　キャッシュフローの積み上げにより将来的に財務内容の改善が見込まれる事業先に対して、「事業をスムーズに運営

する資金」もしくは「事業経営の元手となる資金」を提供しています。

■シンジケート・ローン
　シンジケート・ローンとは、「市場型間接金融」といわれる新たな資金調達手段です。大口の資金調達ニーズに対し、

複数の金融機関が協調してシンジケート団を形成し、同一の条件・契約書に基づき融資を行います。平成18年２月には、

当金庫がアレンジャーとして融資条件の設定や参加金融機関の募集、契約書の作成などを行いました。

■あいしん法人会・税理士会コラボレーションローン
　愛媛県法人会連合会会員企業かつ四国税理士愛媛支部連絡協議会所属税理士が関与している事業所を対象に、原則

無担保で運転資金・設備資金をご用意しています。この商品は、平成17年10月から取扱いを開始いたしました。

■あいしんTKC経営者ローン
　TKC会員事務所と１年以上顧問契約を締結している個人事業主・法人の方々を対象とした商品です。事業に必要な

運転資金・設備資金を原則無担保でご利用いただけます。

　当金庫は、企業間や産学官との連携による県内産業の活性化を図り、事業開拓に取り

組む企業を育成・支援しています。財団法人えひめ産業振興財団が主催するフロンティア

企業クラブに幹事企業として参加し、同クラブの主要事業である「キャリアドベン

チャー選手権」「ジュニアドベンチャー選手権」に「愛媛信用金庫賞」を設け、奨励金を

提供しました。

　キャリアドベンチャー選手権とは
　起業を目指す社会人（個人・グループ）および設立後２年以内の企
業からビジネスプランを募集し、ビジネスとして成功すると考えら
れる優れたプランに奨励金を交付することで新規ビジネスや創業を
支援しています。

　ジュニアドベンチャー選手権とは
　大学や高専の若手の研究者または学生とのグループから、現在研
究中またはこれから研究したいと考えているプランで産学連携を促
進するプランを募集し、社会に役立つと考えられる優れたプランに
奨励金を交付しています。

創業・新事業支援

経営改善支援の取組み実績

企業再生ファンドの組成・活用

多様な融資形態への取組み

中小企業金融の円滑化・経営力の強化
業界団体や外部機関との連携

※ローン・パーティシペーションとは、金銭債権を譲渡することなく、原債権者が受け取る対象債権の回収金を譲受人に引き
　渡す契約のことをいいます。

※一般的には、アレンジャーがエージェントを兼務します。

◆売掛債権流動化（ローン・パーティシペーション形式）の仕組み◆
ローン・パーティシペーション

対価の支払
建設業者（譲渡人）

売掛債権

工事発注者

当金庫（譲受人）

建設業者は、同社が保有する売掛債権（工事完工後入金までの完成工事未収入金）について、当金庫
を取引相手として流動化します。

〈シンジケート・ローンのイメージ〉
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（借入人）

アレンジャー
シンジケート団の組成、
契約調印までの事務を担当

エージェント
契約調印後の事務管理等を
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・期初債務者数及び債務者区分は17年4月当初時点で整理しています。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先は含みません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβには含みません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含んでいます。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとし
　ても）期初の債務者区分に従って整理しています。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表には含みません。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しています。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しています。

注）

うち経営改善
支援取組み先α

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした先数

β αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先

γ

正 　 常 　 先

うちその他要注意先

う ち 要 管 理 先

破 綻 懸 念 先

実 質 破 綻 先

破 　 綻 　 先

合 　 　 　 計
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あいしんと地域社会～地域（お客さま）からの信頼向上を目指して～
　当金庫は、ＮＰＯ団体の活動を支援しています。設立資金や運転資金、助成金が交付されるまでのつなぎ資金などのご相

談を承っています。

NPO団体の活動支援

　当金庫は、「常にお客さまの視点に立った経営」に取り組んでいます。その一環として、お客さま満足度（CS）調査のた

め、平成17年12月にアンケートを実施しました。当金庫が提供しているサービス等に対する満足度や、当金庫に期待す

るサービス（相談態勢の充実等）・ご要望等をお聞きして、さまざまな施策に反映させることで、これまで以上に皆さまの

お役に立ち、満足していただけるよう取り組んでいます。

　アンケートの結果および当金庫の対応については、当金庫ホームページにおいて公表しています。

お客さまの満足度の向上

　当金庫では、地域のお客さまに安心してお取引いただけるよう、積極

的な情報開示に努めています。信用金庫法第89条第１項において準用

する銀行法第21条に基づくディスクロージャー誌のほか、収益や不良

債権の状況、自己資本比率などを解り易く説明した「決算についての

お知らせ（ミニディスクロージャー）」「EHIME SHINKIN BANK 

REPORT（半期ディスクロージャー）」を作成しています。これらの内容

は、当金庫ホームページにも掲載しています。

情報公開の実施

　当金庫は、地域の皆さまが会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念として運営されて

いる相互扶助型の金融機関です。松山市、伊予市、今治市、八幡浜市を主要事業区域とし、愛媛県下各地に本支店を設置して

います。金融サービスを通じて事業や生活の繁栄のお手伝いをすることで、中小企業や地域の住民の皆さまとの強い絆と

ネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めています。また、地域社会の一員として文化、環境、教育といった面も

視野に入れ、広く地域社会の活性化に貢献できるよう積極的に努めています。

お客さま /会員

愛媛信用金庫

融
資
／
支
援
サ
ー
ビ
ス

預
金
・
積
金
／
出
資
金

■お客さまの預金について

預金残高の推移

■お取引先へのご支援について
景気が低迷している現在、業績低下に苦慮
しているお客さまのご相談を親身になっ
てお受けし、業績、財務内容について分析
を行い、経営改善計画書等へのアドバイス
を行うなど、金銭面だけでなく、生きた支
援を心掛けています。
当金庫では、中小企業診断士の資格を持
つ職員の指導のもと、営業店が継続的な
経営改善に取り組んでいます。また、ファ
イナンシャルプランナー、税理士、社会保
険労務士などの専門スタッフが、お客さま
への情報提供、相談業務を行っています。
このほか、会員組織の異業種交流会や、ビ
ジネス情報資料の提供を実施しています。
（詳しくはP.31をご覧ください。）

■出資金について
会員となる資格は、当金庫の営業地区内
にお住まいの方、事業所を有する方等に
限られています。会員は、出資口数に関係
なく一人一票の議決権を持っています。当
金庫では、会員の皆さまの意見が当金庫
の経営に反映されるよう、総会に代えて
「総代会制度」を採用しています。（詳しく
はP.16・17をご覧ください。）

会員数　41,178人

出資金残高　1,597百万円
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（平成18年3月末日現在）

お客さまからお預かりした預金の残高は、
皆さまから信頼をいただいている証です。
お客さまの大切な財産が、安全に、確実
に、気軽にご利用いただけるよう、また、目
的や期間に応じてご選択いただけるよう、
各種商品を取り揃えています。（詳しくは
P.28をご覧ください。）

預金残高　463,985百万円
貸出金業種別内訳

■地域のお客さまへの融資について
お客さまからお預かりした預金・積金につ
いては、特定業種・特定先に偏ることなく、
地域の中小企業や個人の皆さまのさまざ
まなニーズにお応えすることで、地域経済
の活性化や豊かな暮らしのお手伝いをす
るため、さまざまな商品をご用意していま
す。（詳しくはP.30・31をご覧ください。）

貸出金残高　268,810百万円

　NPO団体のそれぞれの趣旨と、業種がマッチングする
当金庫の取引先との橋渡しを行っています。これまでに
４件の連携が成立し、様々な活動、イベント等が行われて
います。
　５月には、難病を持つ子どもとその家族を支援している
NPO法人「ラ・ファミリエ」と、人形や玩具の販売を行って
いる当金庫取引先が連携して、愛媛県立中央病院のプレイ
ルームで絵本の読み聞かせ等のイベントを開催しました。

NPO団体と一般企業との連携

　NPO団体の活動紹介の場として、営業店のロビーを無
償で提供しています。
　10月には、松山市から引き取り手のない放置自転車を
譲り受け、支援物資としてモザンビーク共和国へ輸送する
活動をしているNPO団体「えひめグローバルネットワー
ク」主催の「モザンビーク共和国平和のオブジェ展」が本店
営業部を皮切りに開催されました。

ロビー展の開催

18年3月末

4,639

16年3月末
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17年3月末
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NPO団体と地元一般企業との
連携を目的としたイベントの
様子

▲

自転車と引きかえに市民から
回収した銃を利用して、現地
の芸術家が平和を祈念して制
作したオブジェなどを展示。

▲

ロビー展初日、在日モザン
ビーク共和国特命大使が本店
を表敬訪問されました。

▲

絵本の読み聞かせイベントの様子

▲
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